
サンライズ糸山エリアの一体的利用に係るアドバイザリー業務 

公募型プロポーザル企画提案 評価項目及び評価基準 

 

１ 基本方針 

本業務の受託者の選定にあたっては、「サンライズ糸山エリアの一体的利用に係るアド

バイザリー業務仕様書」などの関係書類を基本としたうえで、提出された企画提案書の

内容やヒアリングでの説明、質疑応答から各提案者の次の項目について、評価を行い受

託候補者の順位づけを行う。 

 

２ 評価項目、評価の視点及び配点 

評価は、100 点を満点とし、評価項目別に次のように配点する。 

 

評価項目 評価の視点 配点 

⑴ 業務遂行力 

専門技術 業務を適正に遂行できる専門知識があるか。 10 

実施体制 

業務を適正に履行できる実施体制並びにサポ

ート体制は十分あるか。 
10 

管理責任者の実務経験、実績は十分あるか。 5 

同種同規模業務

の実績 

国や地方公共団体、民間企業等での当該業務

委託と種類及び規模をほぼ同じくする業務委

託の実績は十分あるか。 

10 

⑵ 企画提案力 

実施方針 

民間事業者のノウハウを引き出す公募書類の

作成支援についての提案等となっているか。 
20 

本業務を実施する際の留意点についての提案

となっているか。 
20 

工程計画 
提案された内容とスケジュール案が実現可能

なものとなっているか。 
10 

⑶ 取組姿勢 
取組意欲 業務への意欲の高さと積極性はあるか。 5 

信頼性 質疑応答の応答は的確であったか。 5 

⑷ 見積金額 
（全事業者の中での最低見積金額／事業者の見積金額）×配点（小

数点以下切り捨て） 
5 

合  計 100 

 

 

 

 

 



３ 評価  

（１） 評価項目（１）から（３）の評価の際には、下表に示す評価基準に基づきＡか

らＦまでの６段階で評価を行い、評価項目ごとの配点に乗じて評価点を算出する。 

評価 評価基準 配点の倍率 

A 優れている ×1.0 

B やや優れている ×0.8 

C 普通 ×0.6 

D やや劣っている ×0.4 

E 劣っている ×0.2 

F 要件を満たしていない。又は、示されていない。 ×0.0 

 

（２） 評価項目（４）の評価基準は、提案者の見積価格に応じ次のとおり算出する。 

  

 

 

 

 

４ 受託候補者の決定方法  

選定委員会の評価に従い順位づけを行う。ただし、評価項目(１)から（３）にかかる

全委員の平均得点が６割（57 点）に満たない場合は要求水準を満たしていないとみなし

て、受託候補者としない。  

（最高評価の者が複数いる場合の順位づけ）  

 ①  ⑵企画提案力の評価が高い者  

 ②  ①が複数いる場合は、⑴業務遂行力の評価が高い者  

 

 

 

評価基準及び配点の倍率（小数点以下切り捨て） 

配点（５点）× 
最低見積価格  

提案者見積価格 


